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会津若松市の維持及び向上すべき歴史的風致
本市は、会津盆地の南東部に位置し、市域は、盆地内の平地部、猪苗代湖西岸部、及び盆地の東部から南部に続く山間部にわたっています。また、本市には盆地中央を
北流する阿賀川、猪苗代湖から流出し阿賀川に合流する日橋川等、多くの川が流れており、これらの川が現在の市街地が位置する扇状地を形成しました。こうした豊かな
自然環境は、会津の歴史文化を生み出す母体となりました。会津での稲作は、遺跡から稲穂を刈る道具が出土していることから弥生時代には始まっていたとされます。近
世の藩主は、猪苗代湖や豊富な地下水を利用して、農業や酒造をはじめとする醸造業、漆器に代表される伝統的産業等を発展させ城下町を形成しました。現在は市のラ
ンドマークとなっている鶴ケ城（若松城）の城下町を中心に歴史的建造物が残り、これらを背景として会津まつりや十日市が現在も行われ、歴史的風致が形成されていま
す。

1．鶴ケ城と城下町の営み
にみる歴史的風致(鶴ケ城周辺地区)

2．十日市をはじめとする町方文化
にみる歴史的風致(町方地区)

３．会津の古寺と念仏踊りをはじめとする仏教行事
にみる歴史的風致(冬木沢地区)

４．飯盛山と白虎隊をはじめとする先人慰霊
にみる歴史的風致(飯盛山周辺地区)

５．東山温泉街に息づく神事ともてなし
にみる歴史的風致(東山温泉街地区)

先人への鎮魂と感謝のため受け継がれてきた会津まつりや千少
庵が茶室麟閣を営んだことから広がりを見せた茶道といった活動
は、鶴ケ城（若松城）や市役所本庁舎旧館などの歴史的な建造物
と一体となって、歴史的風致を形成しています。

蘆名氏から松平氏まで各代の藩主が守り、発展させてきた城下町
では、町方文化に携わる人々の想いが込められた十日市や彼岸獅
子などの活動とともに土蔵などの歴史的建造物が街なみの一端と
して現在まで残り、会津独自の歴史的風致を形成しています。

会津盆地の東北に位置する河東町冬木沢地区では、祭礼期間
中、参拝に訪れる人々と供養に当たる住職の読経、また、念仏踊の
鉦と共に何度も繰り返される「ナモーダ（南無阿弥陀仏）」の歌声
が地区内にひろがり、建造物群と共に歴史的風致が形成されてい
ます。

戊辰戦争で、 戦死した少年戦士たちを慰霊する白虎隊士墓前祭は飯盛山の白
虎隊士十九士の墓前で毎年春秋２回
行われています。全国から多くの参
列があり、白虎隊士を偲ぶ参拝者に
より献じられる線香は後を絶たず、白
煙とともに周囲一帯を覆い、歴史的
風致を形成しています。

会津若松の奥座敷である東山温泉では、第二次世界大戦の末期に東京から疎
開してきた子供たちを励ますために開催された盆踊りが、今日まで続いています。
置屋から依頼のあった宿まで、下駄
を「カランコロン」と鳴らしながら歩く
東山芸妓の様子は色濃く残り、向瀧
や東橋等、現在も多くの人で賑わう
温泉宿や風情を感じさせる街なみと
一体となり、歴史的風致を形成して
います。 向瀧 芸妓の様子

白虎隊剣舞奉納飯盛山参道
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1．鶴ケ城周辺地区

4．飯盛山周辺地区

3．冬木沢地区

2．町方地区

5．東山温泉街地区

計画期間
令和5年度（2023）～令和１4年度（2032）
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会津若松市の重点区域に関する事業

重点区域(599ha)：会津若松市歴史的風致維持向上区域

歴史的風致の課題に対応するために、以下の基本方針を定めます。
（１）歴史的建造物に関する方針
（２）歴史的な街なみ、景観に関する方針
（３）歴史的風致の形成に関わる文化財等の保存・活用に関する方針
（４）伝統行事や伝統技術等の伝統文化に関する方針

主な事業

●鶴ケ城公園雨水排水整備事業
ゲリラ豪雨等による園路の洗掘への対
策として、雨水排水対策を進めます。

歴史的風致の維持及び向上に関する方針 重点区域の設定

設定した歴史的風致のうち、「１.鶴ケ城周辺地区」「２.
町方地区」「４.飯盛山周辺地区」については、本市の歴
史的風致の維持及び向上のための施策により重点的か
つ効率的に展開でき、区域内のみならず、市全体の発展
につながる広域的な効果を最大限に発揮できることが
期待されることから、これらの地区を中心に重点区域を
設定し、各種施策を展開します。

(1)-③ 歴史的建造物
整備支援事業

(3)-③鶴ケ城公園整備事業

十日市が開催される野口英世青春
通りにおいて、レンガ舗装の改良を
はじめとする景観改善事業を実施
します。

(2)-⑫ 会津若松駅中町線
景観改善事業

重点区域内に残る歴史的建造物につ
いて、歴史的風致形成建造物に指定
し、その保存・整備を促進します。

(3)-②文化財保存活用地域計画
推進事業

●日新館天文台跡整備事業
市指定史跡「天文台跡」の保存を図る
とともに、市民や観光客が学習できる
場となるよう周辺の整備・活用を進めま
す。

方針 事業の名称 No.

（１）歴史的
建造物に関
する方針

歴史的建造物保存活用マッチング支援事業 (1)-①

歴史的建造物調査等ヘリテージ事業 (1)-②

歴史的建造物整備支援事業 (1)-③

歴史的風致維持向上計画整備方針策定事業 (1)-④

（２）歴史的
な街なみ、
景観に関す
る方針

鶴ケ城周辺公共施設利活用構想事業 (2)-①

温泉地域活性化推進事業 (2)-②

城前団地建替事業 (2)-③

藤室鍛冶屋敷線歩道整備事業 (2)-④

美しい会津若松景観助成事業 (2)-⑤

屋外広告物適正化推進事業 (2)-⑥

大好きな会津絵画コンクール事業 (2)-⑦

材木町団地建替事業 (2)-⑧

八葉寺阿弥陀堂周辺整備事業 (2)-⑨

飯盛山墳墓域周辺整備事業 (2)-⑩

東山温泉街湯川周辺整備事業 (2)-⑪

会津若松駅中町線景観改善事業 (2)-⑫

無電柱化事業（国道252号） (2)-⑬

県立病院跡地利活用事業 (2)-⑭

（３）歴史的
風致の形成
に関わる文
化財の保存・
活用に関す
る方針

史跡若松城跡総合整備計画事業 (3)-①

文化財保存活用地域計画推進事業 (3)-②

鶴ケ城公園整備事業 (3)-③

庁舎整備事業 (3)-④

（４）伝統行
事や伝統技
術等の伝統
文化に関す
る方針

会津まつり支援事業 (4)-①

十日市支援事業 (4)-②

特用林ウルシ樹育成事業 (4)-③

重点区域の面積 599ha
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5 東山温泉街に息づく神事ともてなしにみる歴史的風致

【重点区域内の事業】
(1)-③ 歴史的建造物整備支援事業
(2)-① 鶴ケ城周辺公共施設利活用構想事業
(2)-③ 城前団地建替事業
(2)-④ 藤室鍛冶屋敷線歩道整備事業
(2)-⑥ 屋外広告物適正化推進事業
(2)-⑧ 材木町団地建替事業
(2)-⑩ 飯盛山墳墓域周辺整備事業
(2)-⑫ 会津若松駅中町線景観改善事業
(2)-⑬ 国道252号無電柱化事業
(2)-⑭ 県立病院跡地利活用事業
(3)-① 史跡若松城跡総合整備計画事業
(3)-② 文化財保存活用地域計画推進事業
(3)-③ 鶴ケ城公園整備事業
(3)-④ 庁舎整備事業

【市内全域に及ぶ事業】
(1)-① 歴史的建造物保存活用マッチング支援事業
(1)-② 歴史的建造物調査等ヘリテージ事業
(1)-③ 歴史的建造物整備支援事業
(1)-④ 歴史的風致維持向上計画整備方針策定事業
(2)-⑤ 美しい会津若松景観助成事業
(2)-⑦ 大好きな会津絵画コンクール事業
(3)-② 文化財保存活用地域計画推進事業
(4)-① 会津まつり支援事業
(4)-② 十日市支援事業
(4)-③ 特用林ウルシ樹育成事業


